
九十九里浜侵食対策検討会議要綱 

 

（名称） 

第１条 本会の名称は、「九十九里浜侵食対策検討会議（以下「検討会議」という。）」

とする。 

 

（目的） 

第２条 検討会議は、九十九里浜を対象に海岸保全施設の整備に関する事項を定める

九十九里浜侵食対策計画について必要な指導・助言を行うことを目的とする。 

なお、検討会議は地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく附属機関の  
性質を有しない。 

 

（組織） 

第３条  

（１）委員の構成は別表 1のとおりとし、委員は知事が依頼するものとする。 

（２）座長及び副座長は知事が指名するものとする。 

（３）座長は検討会議を代表し、会議事務を総括する。 

（４）副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその職務を代理するものとする。 

（５）検討会議は、知事が招集する。 

（６）検討会議の下部組織として、侵食対策に関する技術的な検討を行うことを目的

とする九十九里浜侵食対策技術部会（以下「技術部会」という。）を設置する。

技術部会の規約は別に定めるものとする。 

 

（公開） 

第４条 

（１）検討会議、会議資料、議事内容については、原則公開とする。 

（２）検討会議の事務局は、公開する情報について関係住民等が閲覧できるよう必要

な措置を講ずるものとする。 

 

（事務局） 

第５条 検討会議の事務局は、千葉県県土整備部河川整備課、海匝土木事務所、山武

土木事務所、長生土木事務所に置く。 

 

（検討会議設置期間） 

第６条 検討会議の設置期間は、平成３１年５月３１日までとする。 

 

附 則 
この規約は、平成２８年１２月１５日から施行する。 

この規約は、平成３０年１２月１５日から施行する。 

 

資料-1 



別表１ 

 

委員の構成及び定数 

 

構成 定数 

１ 学識経験者 

２ 海岸利用者 

３ 沿岸市町村長 

６名以内 

６名以内 

９名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



九十九里浜侵食対策検討会議要綱 新旧対照表 
 

旧 新 

九十九里浜侵食対策検討会議要綱 
 

（名称） 

第１条 本会の名称は、「九十九里浜侵食対策検討会議

（以下「検討会議」という。）」とする。 

 

（目的） 

第２条 検討会議は、九十九里浜を対象に海岸保全施設の

整備に関する事項を定める九十九里浜侵食対策計画につ

いて必要な指導・助言を行うことを目的とする。 

なお、検討会議は地方自治法第１３８条の４第３項の規

定に基づく附属機関の性質を有しない。 

 

（組織） 

第３条  

（１）委員の構成は別表1のとおりとし、委員は知事が依

頼するものとする。 

（２）座長及び副座長は知事が指名するものとする。 

（３）座長は検討会議を代表し、会議事務を総括する。 

（４）副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその

職務を代理するものとする。 

（５）検討会議は、知事が招集する。 

（６）検討会議の下部組織として、侵食対策に関する技術

的な検討を行うことを目的とする九十九里浜侵食対策技

九十九里浜侵食対策検討会議要綱 
 

（名称） 

第１条 本会の名称は、「九十九里浜侵食対策検討会議

（以下「検討会議」という。）」とする。 

 

（目的） 

第２条 検討会議は、九十九里浜を対象に海岸保全施設の

整備に関する事項を定める九十九里浜侵食対策計画につ

いて必要な指導・助言を行うことを目的とする。 

なお、検討会議は地方自治法第１３８条の４第３項の規

定に基づく附属機関の性質を有しない。 

 

（組織） 

第３条  

（１）委員の構成は別表1のとおりとし、委員は知事が依

頼するものとする。 

（２）座長及び副座長は知事が指名するものとする。 
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（４）副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときはその

職務を代理するものとする。 

（５）検討会議は、知事が招集する。 

（６）検討会議の下部組織として、侵食対策に関する技術
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九十九里浜侵食対策検討会議要綱 新旧対照表 
術部会（以下「技術部会」という。）を設置する。技術

部会の規約は別に定めるものとする。 

 

（公開） 

第４条  

（１）検討会議、会議資料、議事内容については、原則公開

とする。 

（２）検討会議の事務局は、公開する情報について関係住

民等が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（事務局） 

第５条 検討会議の事務局は、千葉県県土整備部河川整備

課、海匝土木事務所、山武土木事務所、長生土木事務所

に置く。 

（検討会議設置期間） 

第６条 検討会議の設置期間は、設置後２年以内を原則と

する。ただし、知事が必要と認める場合は、延長するこ

とが出来るものとする。 

 

（付則）  

この規約は平成２８年１２月１５日から施行する。 

 

 

 

 

 

術部会（以下「技術部会」という。）を設置する。技術

部会の規約は別に定めるものとする。 

 

（公開） 

第４条  

（１）検討会議、会議資料、議事内容については、原則公開

とする。 

（２）検討会議の事務局は、公開する情報について関係住

民等が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（事務局） 

第５条 検討会議の事務局は、千葉県県土整備部河川整備

課、海匝土木事務所、山武土木事務所、長生土木事務所

に置く。 

 

（検討会議設置期間） 

第６条 検討会議の設置期間は、平成３１年５月３１日ま

でとする。 

 

（付則）  

この規約は平成２８年１２月１５日から施行する。 

この規約は平成３０年１２月１５日から施行する。 

 

 

 

 



九十九里浜侵食対策検討会議要綱 新旧対照表 
別表１  
 
委員の構成及び定数 
 

構成  定数 
１ 学識経験者 ６名以内 
２ 海岸利用者 ６名以内 
３ 沿岸市町村長 ９名 

 

別表１  
 
委員の構成及び定数 
 

区  分 人  数 
１ 学識経験者 ６名以内 
２ 海岸利用者 ６名以内 
３ 沿岸市町村長 ９名 

 
 

 

 

 

 

 


